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はじめに 

本マニュアルの基本情報とeLTAX個人住民税電子申告システムの概要を説明します。 

なお、個人住民税の申告を提出する必要があるかどうかや、各所得や所得控除の算出方法など個人住民税の

制度に関することは、本マニュアルには記載しておりません。提出先の市区町村のホームページをご覧いた

だくなど、市区町村にご確認ください。 

マニュアルについて 

本マニュアルは「eLTAX個人住民税電子申告システム」の操作マニュアルです。 

eLTAX個人住民税電子申告システムの概要や利用イメージ、基本的な操作手順等を説明しています。 

マニュアルの対象者 

本マニュアルは、eLTAX個人住民税電子申告システムを利用するすべての方を対象としています。 

マニュアルの表記について 

本マニュアル内で使用する表記を説明します。 

注意・補足 

マーク 説明 

 必ず行わなければならないことや、特に留意すべきことを記載しています。 

 補足情報を記載しています。 

操作に関するマーク 

マーク 説明 

 操作する画面について記載しています。 

 
操作するために必要な準備や確認を記載しています。 

操作する前に記載してある準備と確認ができてから操作を進めてください。 

 操作の手順を記載しています。 

 
次に行う手順について記載しています。 

実際の手順については記載してある項目を確認してください。 

画面名・ボタン名・画面上の項目 

画面名やボタン名、画面上に表示される項目は［ ］で囲って表記しています。 

参照先やマニュアル名等は「 」で囲って表記しています。 
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マニュアル内の画面について 

マニュアルの説明で使用している画面は、スマートフォンとパソコンを使用した場合の例です。 

使用しているデバイス（スマートフォンやパソコン等）、OS（WindowsやmacOS等）によって表

示が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 
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画面について 

eLTAX個人住民税電子申告システムは、使用している環境により表示画面が異なります。 

スマートフォンとパソコンを使用した場合の基本的な画面の見かたや入力項目を説明します。 

操作する画面と入力項目について 

基本的な画面の見かたと入力項目のマークや記載について説明します。 

ここでは、スマートフォンで表示した場合の［申告内容入力］画面を例に説明します。   

メニューボタン 

アイコンをクリックするとメニューを 

表示します。 

ロゴ 

サイト名が表示されます。 

［必須］マーク 

入力が必要な項目です。 

個人番号を入力すると、自動的に値が伏せて表

示されます。チェックを入れると、入力した値

が確認できます。 

[氏名]とある場合は、[入力例]のように、 

姓と名の間に全角スペースを入れて入力します。 

[カナ]とある場合は、 

全角カタカナで入力します。 

薄い灰色の項目の選択や入力は、 

前提となる項目の選択や入力がされるまで、 

選択または入力ができません。 

当該画面における[障害の程度]の場合、 

左隣の   プルダウンメニューを選択すると 

操作可能です。 
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ご利用にあたってのお願い 

⚫ データの二重処理や消失のリスクを避けるため、ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用

しないでください。 

⚫ 前のページに戻る場合は、キーボードのバックスペース（Backspace）キーを使用しないでくださ

い。 

⚫ 本サイトの画面を印刷する場合は、Web ブラウザの印刷機能を使用してください。 

⚫ 操作途中で処理を行わず一定時間が過ぎた場合は、システムとの接続が切れる場合があります。そ

の場合は、再度操作が必要です。 
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添付可能なファイルの条件は以下のとおりです。 

- ファイル拡張子：「.xlsx」「.pdf」「.jpeg」「.jpg」「.png」「.heic」 

- ファイル名文字数：最大50文字 

- ファイル数：全ファイル合計で最大20ファイル 

- ファイルサイズ：全ファイル合計で最大8MB 

 

また、「.jpeg」「.jpg」「.png」「.heic」についてはシステムで画像を圧縮し解像度を落としてい

ます。ファイルプレビューが自動で表示されるため、ファイルイメージが正しく表示されることを確

認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申告内容入力画面 

申告内容入力画面 

（ファイルプレビュー時） 
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申告通知ポータルアカウントがある方 

e-私書箱サイトからすぐに[eLTAX申告通知ポータルTOP]画面に遷移します。 

3. 個人住民税の申告をされる場合は、[個人住民税申告]をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サイトからのお知らせが新しい日付順に 

最大5件表示されます。 

お知らせの詳細を確認したい場合は、 

該当するタイトルをクリックしてください。 

[お知らせ一覧]をクリックすると、 

すべてのお知らせが表示されます。 

個人住民税の申告をされる場合は、 

[個人住民税申告]をクリックしてください。 

eLTAX申告通知ポータルTOP画面 

メンテナンスのお知らせ 
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eLTAX申告通知ポータルアカウントを作成する場合 

利用規約に同意した場合は、申告を行うためのアカウントが作成されます。 
 

 

1. マイナンバーカードを準備してください。 

2. パソコンで操作する方は、読み取り方法に応じて必要なものを準備してください。 

 

  

■ パソコン ■ スマートフォン 
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2.2.2 市区町村ホームページまたは eLTAX ホームページからのアクセス 

市区町村ホームページまたはeLTAXホームページからeLTAX個人住民税電子申告システムにアクセス

するまでの流れについて説明します。 
 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. 個人住民税の申告をされる場合は、[個人住民税申告]をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サイトからのお知らせが新しい日付順に 

最大5件表示されます。 

お知らせの詳細を確認したい場合は、 

該当するタイトルをクリックしてください。 

[お知らせ一覧]をクリックすると、 

すべてのお知らせが表示されます。 

個人住民税の申告をされる場合は、 

[個人住民税申告]をクリックしてください。 

eLTAX申告通知ポータルTOP画面 
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2.3.2 メールアドレス入力 

申告に利用するメールアドレスを入力します。 
 

   

 申告が完了した場合に、正しく完了した旨及び受付番号を送信します。また、申告先の市

区町村からの連絡に利用される場合もありますので、よく使用するメールアドレスを設定

してください。 
 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. 申告に利用するメールアドレスを入力し、[確認メールを送信]ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ ［確認メール送信完了］画面が表示されます。 

設定したメールアドレスにワンタイムパスワードが通知されます。 

  

メールアドレス入力画面 メールアドレス入力画面 
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2. メールに届いた数字4桁を半角で入力し、[次へ]ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ワンタイムパスワードの再送信 

 設定したメールアドレスにワンタイムパスワードが届かない場合や、ワンタイムパスワー

ドの期限が切れてしまった場合は、[メールアドレス入力へ戻る]リンクをクリックし、設

定しているメールアドレスが正しいことを確認してから、［確認メールを送信］をクリッ

クしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認メール送信完了画面 確認メール送信完了画面 
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2.3.3 マイナンバーカード情報入力 

マイナンバーカード情報を入力します。 
 

 

1. マイナンバーカードを準備してください。 

2. パソコンで操作する方は、読み取り方法に応じて必要なものを準備してください。 

 

  

■ パソコン ■ スマートフォン 
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  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. マイナンバーカードを準備し、［次へ］をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ マイナポータルアプリに遷移します。 

 

2. マイナポータルアプリ画面の指示に従ってマイナンバーカード読み取りを行ってください。 

➔ ［本人情報確認］画面が表示されます。 

  

マイナンバーカード準備依頼画面 
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3. マイナンバーカードから取得した情報に誤りがないか確認し、[申告内容入力へ進む]をクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 １月１日時点の住所には、マイナンバーカードから取得した

現住所が設定されますので、１月２日以降に転居した場合

や、住民票上の住所と異なる住所に居住している場合等は修

正が必要です。 

納税 太郎         

東京都江東区木場１－５－１５     

東京都 江東区              

東京都江東区木場１－５－１５           

1月1日時点の住所を修正する場合は、

こちらから修正してください。 

本人情報確認画面 
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 マイナンバーカードから[生年月日]と[1月1日時点の住所]の情報が取得できなかった場合

は、ご自身で入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

納税 太郎 
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2. 配偶者控除の申告の有無について、[はい]か[いいえ]を選択してください。 

[はい]を選択すると詳細入力エリアが表示されます。配偶者控除の申告に必要な情報を入力してくだ

さい。 

入力が完了したら、[次へ]ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

詳細入力エリア 

配偶者控除 配偶者控除（展開後） 
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 スマートフォンで申告する場合も、源泉徴収票に印字されている項目名と一致する画面上

の該当欄に正しく情報を入力してください。 

 4枚目以降の金額は、3枚目の欄に合算して入力してください。 
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各入力エリアについて 

（例）控除対象配偶者入力エリア 

入力欄に沿って、配偶者控除の申告に必要な情報を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 源泉徴収票をもとに入力をすると、追加入力が必要な項目（エリア）が表示されます。表

示された項目について、必要情報を入力してください。 

- 控除対象扶養親族等入力エリア 

- 16歳未満扶養親族入力エリア 

- 控除対象障害者入力エリア 

- 寡婦控除入力エリア 

- 勤労学生控除入力エリア 

 

  

控除対象配偶者入力エリア 

申告内容入力画面 
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 スマートフォンで申告する場合も、源泉徴収票に印字されている項目名と一致する画面上

の該当欄に正しく情報を入力してください。 

 4枚目以降の金額は、3枚目の欄に合算して入力してください。 
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各入力エリアについて 

（例）寡婦控除入力エリア 

[寡婦となった理由]を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 源泉徴収票をもとに入力をすると、追加入力が必要な項目（エリア）が表示されます。表

示された項目について、必要情報を入力してください。 

- 控除対象配偶者入力エリア 

- 控除対象扶養親族等入力エリア 

- 16歳未満扶養親族入力エリア 

- 控除対象障害者入力エリア 

 

  

寡婦控除入力エリア 

申告内容入力画面 
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2.4.4 その他 

申告する所得・控除項目を選択し、必要情報を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目的の場所まで自動でスクロールできます。 

申告する所得項目を選択してください。 

申告する控除項目を選択してください。 

申告内容入力画面 
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  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. [電子署名する]をクリックし、マイナポータルアプリ画面の指示に従ってマイナンバーカード読

み取りを行ってください。 

自動的に画面が切り替わります。そのままお待ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  申告内容をCSVファイルでダウンロードする 

 申告内容をCSVファイルでダウンロードすることができます。[申告内容を保存する

（CSV）]をクリックし、マイナンバー記載の有無を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子申告完了画面 電子署名画面 データ送信処理待機画面 

東京都 江東区                      

123456789012345               

注意モーダル 
※スマートフォンの場合のみ 

ｚｚｚｚｚ

ｚｚｚｚｚ

ｚｚ 


